
１８ 板橋区立若木小学校 

危機管理マニュアル    板橋区立若木小学校 

２ 地震・災害時の対応 その１（授業時 休み時間） 
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避難後の児童への対応 

（集団下校・引き取り、授業

の継続など） 

 ※震度５以上の場合は 

  原則引き渡し 

 

地震・災害（火災・風水害も含む）発生（「緊急地震速報」「南海トラフ地震注意情報」、

「南海トラフ地震予知情報」、「警戒宣言」発令等で避難が必要な場合も含む。） 

避難指令 
本部設営・通報 

（本部旗を立てる・救護所の設営） 

誘導経路決定 

児童避難誘導 ・担任は出席簿・ヘルメットを携行する。 

・火災の時は防災頭巾をかぶり、ハンカチを口に当てる。

・地震の時は防災頭巾をかぶる。 

・手には物を持たず、履き物はそのままで、原則として各

学級二列隊形で静かに避難する。 

○サイレン・校内放送 

 災害内容、災害場所、避難

経路、避難場所を教職員・

児童に連絡する。 

避難完了人員確認報告 ○避難場所への集合・児童数確認 

 ・集合後、整列し、迅速に児童の現在員を確認。 

・本部へ報告する。 

担任等 負傷者の有無を確認する 

応急処置をする・病院へ搬送事後の対応・措置 

○負傷者発生を校長へ報告 

（１１９番通報） 

○救急隊到着まで応急手当 

○当該保護者への連絡 

○被害者や児童への心のケア 

○当日の授業継続、下校方法等を決定し、全

保護者に連絡をする 

○教育委員会へ概要を整理して報告すると

ともに、近隣の学校(園)への情報提供 

○報道機関への対応・説明準備、記録等、情

報の整理を開始する 

三次避難場所 

 中台中学校 



○校内点検について        ○仕事の分担 ※児童・本部の状況による（注）原則  

※管理職不在時には、教務主任 

 もしくは生活指導主任が全体を統括し、関係諸機関への連絡を行う。 

 

２ 地震・災害時の対応 その３（登下校時 放課後、夜間等児童がいる場合） 

 

 

 

 

 

             ※管理職不在時には、教務主任もしくは生活指導主任が全体を統括し、関係諸機関への連絡を行う。 
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児童の避難後の校内点検（教職員） 

南校舎 北校舎 

1 階 事務主事 1 階 用務主事 

2 階 図工専科 2 階 算数専科 

3 階 音楽専科 3 階 音楽専科 

体育館 用務主事 

児童管理 各学年担任 

連絡係 教務主任・給食主任 

巡視救出係 生活指導主任・生活指導部員 1・用務主事１ 

消火係 体育主任・体育部員 1・理科主任・用務主事１ 

文書搬出係 図工科・音楽科・給食主事２・事務主事 

救護係 養護教諭 

避難後の児童への対応 

（集団下校・引き取り、授業

の継続など） 

 ※震度５以上の場合は 

  原則引き渡し 

 

地震・災害（火災・風水害も含む）発生（「緊急地震速報」「南海トラフ地震注意情報」、

「南海トラフ地震予知情報」、「警戒宣言」発令等で避難が必要な場合も含む。） 

避難指令 
本部設営・通報 

（本部旗を立てる・救護所の設営） 

誘導経路決定 

児童避難誘導 ・担任は出席簿・ヘルメットを携行する。 

・火災の時は防災頭巾をかぶり、ハンカチを口に当てる。

・地震の時は防災頭巾をかぶる。 

・手には物を持たず、履き物はそのままで、原則として各

学級二列隊形で静かに避難する。 

○サイレン・校内放送 

 災害内容、災害場所、避難

経路、避難場所を教職員・

児童に連絡する。 

避難完了人員確認報告 ○避難場所への集合・児童数確認 

 ・集合後、整列し、迅速に児童の現在員を確認。 

・本部へ報告する。 

担任等 負傷者の有無を確認する 

応急処置をする・病院へ搬送事後の対応・措置 

○負傷者発生を校長へ報告 

（１１９番通報） 

○救急隊到着まで応急手当 

○当該保護者への連絡 

○被害者や児童への心のケア 

○当日の授業継続、下校方法等を決定し、全保護者に連絡をする(文書配

布) 

○教育委員会へ概要を整理して報告するとともに、近隣の学校(園)への情

報提供 

○報道機関への対応・説明準備、記録等、情報の整理を開始する 

三次避難場所 

 中台中学校 

校内の状況を確認 

校内に児童がいる 

校外の児童へは、安全が確保できる場所での一時避難を緊急連絡網や

メールで呼びかける。また、通学路等の確認と呼びかけを行う。 

地域住民の避難が必要な場合はその４の対応に準じる。 

 



  

 

○校内点検について        ○仕事の分担 ※児童・本部の状況による（注）原則  

 

２ 地震・災害時の対応 その４（登下校時 放課後、夜間等児童がいない場合） 

 

 

 

 

 

             ※管理職不在時には、教務主任もしくは生活指導主任が全体を統括し、関係諸機関への連絡を行う。 
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児童の避難後の校内点検（教職員） 

南校舎 北校舎 

1 階 事務主事 1 階 用務主事 

2 階 図工専科 2 階 算数専科 

3 階 音楽専科 3 階 音楽専科 

体育館 用務主事 

児童管理 各学年担任 

連絡係 教務主任・給食主任 

巡視救出係 生活指導主任・生活指導部員 1・用務主事１ 

消火係 体育主任・体育部員 1・理科主任・用務主事１ 

文書搬出係 算数科・音楽科・給食主事２・事務主事 

救護係 養護教諭 

・校舎、設備等の点検 

・通学路等学校周辺状況の 

点検 

地震・災害（火災・風水害も含む）発生（「緊急地震速報」「南海トラフ地震注意情報」、

「南海トラフ地震予知情報」、「警戒宣言」発令等で避難が必要な場合も含む。） 

本部設営・通報 

（本部旗を立てる・救護所の設営） 

誘導経路決定 

・ヘルメットを携行する。 

・必要があれば、緊急連絡網等も携行する。 

 

○サイレン・校内放送 

 災害内容、災害場所、避難

経路、避難場所を教職員・

児童に連絡する。 

避難完了人員確認報告 

担任等 負傷者の有無を確認する 

指定避難場所 

中台３丁目地区 

校内の状況を確認 

校内に児童がいない 

校外の児童へは、安全が確保できる場所での一時避難を緊急連絡網や

メールで呼びかける。また、通学路等の確認と呼びかけを行う。 

教職員避難誘導 

地域住民の学校への避難が必要 

○避難場所への誘導（区、地域防災担当との連携） 

・避難本部の設置 

・避難場所の設置（校舎内外） 

・案内 

 

事前指導                                                   

①安全な場所を確認（近くの公園、空き地、避難所など） 

②建物や電柱から離れる（ブロック塀、自動販売機のそばを避ける） 

③無理に学校へ行こうとしない（危険がある場合は安全な場所で待機） 

④学校や保護者に連絡する方法を確認（公衆電話の使い方、緊急連絡先の共有） 

⑤帰宅ルートの安全確認（保護者と事前に話し合う） 



  

   

 

  

 

  

 

 

 

 

２ 地震・災害時の対応 その２ 

（校外学習等で校内にいない場合の、該当学年の校外での動き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

いない           いる 

 

 

可能     不可能（学校へ連絡する手段を模索する） 
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応急処置をする・病院へ搬送事後の対応・措置 

○負傷者発生を校長へ報告 

（１１９番通報） 

○救急隊到着まで応急手当 

○当該保護者への連絡 

○被害者や児童への心のケア 

○当日の授業継続、下校方法等を決定し、全保護

者に連絡をする(文書・メール配布) 

○教育委員会へ概要を整理して報告するととも

に、近隣の学校(園)への情報提供 

○報道機関への対応・説明準備、記録等、情報の

整理を開始する 

地震・災害（火災・風水害も含む）発生（「緊急地震速報」「南海トラフ地震注意情報」、

「南海トラフ地震予知情報」、「警戒宣言」発令等で避難が必要な場合も含む。） 

学校と連絡 

○負傷者発生を校長へ報告 

（１１９番通報） 

○救急隊到着まで応急手当 

○当該保護者への連絡 

○被害者や児童への心のケア 

○当日の授業継続、下校方法等を決定し、全保護

者に連絡をする(文書配布) 

○教育委員会へ概要を整理して報告するととも

に、近隣の学校(園)への情報提供 

○報道機関への対応・説明準備、記録等、情報の

整理を開始する 

児童を安全な場所へ誘導・集合 

担任等 負傷者の有無を確認する 

応急処置をする・病院へ搬送 

避難完了人員確認報告 緊急連絡網、メール等で保護者へ連絡 

テレビ、ラジオ、防災無線、インターネット等による情報収集・連絡 

学校からの指示および現地の状況を考慮した事後の対応・措置 

学校への集団帰校 

学校まで児童を避難誘導 現地自治体の指示による避難場所への誘導・避難 

 



 

 

 

※校外で管理職不在時には、引率学年の責任者（学年主任）が全体を統括し、関係諸機

関への連絡を行う。また、校内で管理職不在時には、教務主任もしくは生活指導主任

が全体を統括し、関係諸機関への連絡を行う。 

 


